
　　      　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

 記録項目

生活環境部 市民課

 個人情報ファイルの種別

 備　　考

本人

（マニュアル処理フ
ァイル）

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-8601栃木県足利市本城三丁目2145

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

印鑑登録ファイル

市長

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

住民登録している者の印鑑を登録し公証するととも
に、印鑑登録証を交付するため。

1氏名、2生年月日、3住所、4性別、5印影

本市住民のうち印鑑登録申請者

本人からの提出により収集

含まない



　　　       個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

本市の住民登録者、住民登録していた者及び本市に
本籍を有する者

届出による

含まない

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

住民基本台帳ファイル

市長

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

市民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他
の住民に関する事務処理の基礎とするとともに住民
に関する記録を管理するため。

1個人番号、2生年月日、3戸籍の表示、4氏名、5住
所、6性別、7続柄、8住民となった日、9住定日、10
住民票コード

 記録項目

生活環境部 市民課

 個人情報ファイルの種別

 備　　考

国、地方公共団体、本人及び同一世帯に属する者、
住民基本台帳法第１１条の２に規定される申出者

（マニュアル処理フ
ァイル）

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-8601栃木県足利市本城三丁目2145



　　     　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

 記録項目
1生年月日及び年齢、2性別、3本籍(又は国籍）、4氏
名、5住所、6続柄、7親族関係、8婚姻歴、9死亡診断
書、10出生証明書

戸籍事務

市長

生活環境部 市民課

親族的な身分関係を登録、公証するため

本市に本籍を有する者又は有していた者、戸籍等届出人

届出人からの届出等により収集

含む

国、他の自治体の戸籍事務担当部署

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-0846栃木県足利市本城三丁目2145

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）



　　      　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

□

■

□有 □無

斎場及び霊柩自動車利用許可申請書を提出した者

本人

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

火葬台帳

市長

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

火葬の事実を記録するため

1氏名、2住所、3電話番号 記録項目

生活環境部 市民課

 個人情報ファイルの種別

 備　　考

無

（マニュアル処理フ
ァイル）

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-8601栃木県足利市本城三丁目2145



　　     　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

 記録項目

1生年月日及び年齢、2本籍、3氏名、4犯罪歴

犯歴事務

市長

生活環境部 市民課

検察庁からの既決犯罪通知により、罰金刑以上の有
罪の確定裁判の言渡しを受けた者の名簿を管理し、
身分証明を行うため。

市に本籍を有する該当者

検察庁からの既決犯罪通知書等、他市町村からの民
刑事項通知書

含む

欠格事項の調査をする国等の機関

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-8601栃木県足利市本城三丁目2145

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）



 



　　     　 個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）

死亡または失踪者及びその相続人

相続税法58条の規定に基づき、届出人の届出等により収集

含む

実施機関内、所轄税務署長

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-0846栃木県足利市本城三丁目2145

 記録項目
1生年月日及び年齢、2本籍（又は国籍）、3氏名、4
住所、5性別、6続柄、7親族関係、8課税状況

相続税法５８条関係通知事務

市長

生活環境部 市民課

相続税法５８条に基づき所轄税務署長に通知するた
め



　　      　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

□

■

□有 □無

 記録項目
1生年月日及び年齢、2本籍（又は国籍）、3氏名、4
住所、5性別、6続柄、7傷病歴、8身体状況、9死因

人口動態調査事務

市長

生活環境部 市民課

人口動態調査令の規定により、戸籍法による届書等
に基づいた調査票を作成し報告するため

戸籍法による届（出生・死亡・婚姻・離婚）及び死
産届の該当者

届出人の届出書により収集

含む

県の設置する保健所長

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-0846栃木県足利市本城三丁目2145

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）



　　     　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

 記録項目
1氏名、2住所、電話番号、3棺のサイズ、4ペース
メーカー使用の有無、　5斎場利用日程等

斎場予約受付事務

市長

生活環境部 市民課

斎場及び霊柩自動車の利用予約受け付けをするため

斎場利用者、死亡者

申請者からの提出により収集

含む

秘書広報課秘書担当・広報広聴担当

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-0846栃木県足利市本城三丁目2145

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）



　　     　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

□

■

□有 □無

 記録項目

1氏名、2住所、3電話番号、4改葬の所在地、5死亡者
の情報（本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、埋
火葬の日時）、6死亡者との続柄及び墓地使用者との
関係、7墓地管理者の情報（住所、氏名）

改葬許可事務

市長

生活環境部 市民課

墓地の改葬を許可するため

申請者及び死亡者

申請者からの提出により収集

含まない

なし

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-0846栃木県足利市本城三丁目2145

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）



　　      　個人情報ファイル簿（単票）

 個人情報ファイルの名称

 行政機関等の名称

 個人情報ファイルが利用に供
 される事務をつかさどる組織
 の名称

 個人情報ファイルの利用目的

 記録範囲

 記録情報の収集方法

 要配慮個人情報が含まれると
 きは、その旨

 記録情報の経常的提供先

 訂正及び利用停止に関する他
 の法令の規定による特別の手
 続等

■

□

■有 □無

 記録項目

1死亡者情報(本籍・住所・生年月日・性別・年齢・
死亡日時・死亡場所・死因）、2届出人情報（住所・
氏名)、
3死亡者と届出人の関係

埋火葬許可事務

市長

生活環境部 市民課

申請を受け、死体（死胎）火葬及び埋葬を許可するため

死亡者、申請者

申請者からの届出により収集

含む

なし

 開示請求等を受理する組織の
 名称及び所在地

（名　称）生活環境部 市民課

（所在地）〒326-0846栃木県足利市本城三丁目2145

 備　　考

 個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第１号

　（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

 政令第21条第7項に該当す
 るファイル

（マニュアル処理フ
ァイル）


